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　見守りサポーターとは、高齢者の異変に気づいた際に、区や地域包括支援センターに連絡
していただくなど、日常生活の中で高齢者をゆるやかに見守っていただく人のことです。
10人以上集まれば、無料で講座を開催します。詳しくは、担当までお問い合わせください。

関係協力機関の
役 割

　日常業務の範囲内で、地域の高齢者に対して、ゆるやかな見守りを行い、何らかの
異変を発見した場合は、区や地域包括支援センターに連絡します。
　関係協力機関には、区の全域で見守りに協力する「全域型」と地域包括支援セン
ターの担当区域内で見守りに協力する「圏域型」があります。

下記の事業者が新たに加わりました。（令和７年 10月１日現在）
区　分 協 力 機 関 名 全域型協定締結日（圏域型登録日）

全 域 型
ALSOK株式会社 	 令和 7年	 8 月	 1 日

一般社団法人清川あさひ会　あさひ在宅クリニック 	 令和 7年	 9 月	 1 日

圏 域 型

株式会社そばに 	 令和 7年	 5 月	 23 日

めーぷる浅草店　縁結び（株） 	 令和 7年	 8 月	 13 日

高部孝之税理士事務所 	 令和 7年	 8 月	 13 日

気ままなキッチン 	 令和 7年	 9 月	 1 日

食パンですよ 	 令和 7年	 9 月	 16 日

令和７年 10月１日現在　102機関・事業者　協定締結・登録中！
※詳しくは、区のホームページに掲載しています。

　区では、地域の見守りの目を増やし、見守りネットワークの強化・充実を図るため、
高齢者に関わる業務や、台東区内を定期的に巡回、訪問している業者等との協定締結
や登録をすすめています。
　高齢者が安心して暮らせる地域づくりのため、高齢者の見守りにご協力いただける
事業者を広く募集しています。

　 ※お問い合わせは区・地域包括支援センターへご連絡ください 

問い合わせ先 〒110 ー 8615 台東区東上野 4ー5ー6 台東区役所 高齢福祉課 庶務・計画担当 電話 03（5246）1221

みんなでつくる見守りの このステッカーが
目印です！

「�見守り�
サポーター」
になりませんか

？

広がっています
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　認知症は、どなたでもかかる可能性がある身近な病気です。
　しかし、「早期発見・早期診断」をすることにより、治療による症状の改善や
進行を遅らせる可能性が高くなります。また、症状が軽いうちに認知症への
理解を深めることで、今後の生活に備えることができます。
　台東区では、令和7年12月から「もの忘れ検診」を実施します。もの忘れが
気になる方もそうでない方も、この機会にぜひ、ご自身の健康について考えて
みませんか。

を受けてみませんか？

対象者・受診までの流れ

台東区在住で令和8年3月31日までに
65歳、70歳、75歳、80歳になる方
※令和7年8月1日時点のデータに基づく

左記年齢を除く台東区在住の
50歳以上の方で受診を希望する方

区から受診券等を送付
（令和７年10月下旬）

下記問い合わせ先へ申し込み

区から受診券等を送付
（令和７年10月下旬以降）

区から送付された「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」の合計点が

20点以上の方 または 点数に関わらずもの忘れが心配な方

区が指定する医療機関で実施される「もの忘れ検診」を
電話等で直接予約・受診

	 令和7年12月１日 ～ 令和8年2月28日

	 問診、認知機能検査

	 無料 
	 ※�ただし、検診結果により、更なる検査や治療が必要な場合は、有料（健康保険診療等）となります。

	 最新の実施医療機関一覧については区HPをご確認ください

	 台東区役所　高齢福祉課　介護予防担当（認知症）
	 電話　03（5246）1225

受診期間

検査内容

費 用

実施医療機関

問い合わせ先

▲区ＨＰ

「もの忘れ検診」「もの忘れ検診」
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